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組合だより   
【 第３３３号 令和４年３月 日本羊腸輸入組合 】 

 

 理事会等  

 

〇２月２日(水) 共通利益増進ＷＧ 

  委員１４名中１１名の出席によりＷＥＢ会議方式で開催されました。 

  各検討グループ（資材共同購入、天然腸利用探求、樽問題検討、衛生管理）

の進捗状況について、グループ長から報告が行われました。 

   

 

 事務局  

 

〇組合員関連 

 ・共通利益増進ＷＧ/資材共同購入Ｇとして、リン酸塩の共同購入に関するア

ンケートを実施し、１７組合員から御回答をいただきました。 

御多忙の中、回答に御協力いただきました組合員の皆様には、誠にありがと

うございました。 

 

 ・天然腸輸入報告統計協力１１社に対し、令和４年１月分の結果報告と令和

４年２月分の報告依頼を行いました。 

  

〇関係機関関連 

・農林水産省動物衛生課及び動物検疫所畜産物検疫課との意見交換を行いま

した。 

  

〇その他 

 ・顧問会計士による会計監査が行われました。 

 ・日本貿易会の審議員就任確認手続きを行いました。 

 ・（独）情報処理推進機構の「新型コロナウイルス感染拡大に伴う企業・組織

のテレワークの利用に関する調査」に協力しました。 

 ・事務コストの低減を図る目的で、事務機器提供会社との間でリース契約の

変更を検討しています。 
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 統計  ＊統計の詳細は組合ホームページで御確認下さい。 

 

【財務省貿易統計】 

 令和４年１月の天然ケーシング輸入量は、次のとおりです。 

・総輸入量 335.3t(前月比△ 53.4t、 86.3％／前年同月比△  10.9t、 96.8％) 

・中国原産 198.5t(  〃  △ 66.0t､  75.0％／   〃   ＋   9.2t､ 104.9％） 

・豪州原産  32.8t( 〃 △ 14.3t､  69.6％／   〃    △  25.0t､  56.7％） 

・ＮＺ原産  98.7t(  〃  ＋ 24.0t､ 132.1％／    〃    ＋  19.8t､ 125.2％） 

 

【ソーセージ生産量（日本ハム・ソーセージ工業協同組合調べ）】 

令和４年１月のソーセージ生産量は、次のとおりです。 

・ソーセージ類合計生産     ：22,813.4 トン (前年同月比： 97.8％) 

・ウィンナーソーセージ     ：17,176.9 トン (  〃    ： 94.2％) 

・フランクフルトソーセージﾞ ： 2,488.2トン (   〃     ：121.3％) 

 

 

 ＨＰ更新内容（統計関係を除く）  

＊更新内容の詳細は組合ホームページで御確認下さい。 

 

○オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の提言について 

（経済産業省からの周知依頼） 

○新型コロナウィルス感染症対策に関する周知徹底要請について    

（経済産業省からの周知徹底要請） 

○リン酸塩の共同購入に関するアンケートの回答用紙（事務連絡） 

 

○経済構造実態調査の実施について （総務省・経済産業省からの協力依頼） 

 

 

 参考情報・お知らせ  

 

〇第５９回通常総会の開催について 

  本年５月２７日(金)に、ホテルマイステイズ五反田駅前に於いて開催され

ます。今次総会では、令和３年度事業報告、令和４年度事業計画及び予算計

画等の審議に加え、役員の選挙を行います。 

役員選挙の案内及び通常総会招集状は、定款の定めにより所定の期日まで

にお届けします。 

ご多忙とは存じますが、通常総会への御出席をよろしくお願いいたします。 
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〇経済構造実態調査について（総務省・経済産業省の周知依頼） 

  本年６月に「経済構造実態調査」を実施いたします。 

この調査は、全ての産業における付加価値等の構造を明らかにする基幹統

計調査(統計法(平成 19 年法律第 53 号)に基づいた報告義務のある調査)で

す。調査をお願いする企業・事業所や団体の皆さまには、国が調査を委託し

た事業者から、調査票などの調査書類を、5月中旬から順次郵送いたしますの

で、インターネット(難しい場合は郵送)にて、ご回答をお願いいたします。 

なお、今回の２０２２年調査より、これまで実施してきた「工業統計調査」

を「経済構造実態調査」の一部として実施します。 

詳しくは、以下の URL から経済構造実態調査のホームページをご覧くださ

い。  https://www.stat.go.jp/data/kkj/index.html 

 

〇消費税の適格請求書等保存方式（国税庁の周知依頼） 

消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和５年 10 月 1 日から消費税の適格

請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）が施行されることとなってい

ます。 

インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには

原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を

行うためには令和３年 10 月から開始されている「適格請求書発行事業者」の

登録申請が必要となります。 

組合員の皆様にインボイス制度をご理解いただき、円滑な準備を進められ

るよう、関連ホームページを御紹介します。 

 

＜制度に関する各種ご案内＞ 

【国税庁 インボイス制度特設サイト】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeirits

u/invoice.htm 

【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeirits

u/pdf/0020006-027.pdf 

【国税庁 適格請求書等保存方式に関する Q＆A】 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeirits

u/qa_01.htm 

 

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
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 今後の主な予定  

 

〇３月２２日(火) 令和３年度第５回理事会 

○４月１８日(月) 令和３年度監事監査 

〇４月２０日(水)   〃  第６回理事会 

〇５月２７日(金) 第５９回通常総会 

〇   〃    令和４年度第１回理事会 

 

     以上 


